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災
害
時
に
お
け
る
地
方
公
共
団
体
の
情
報
シ
ス
テ
ム
の
継
続
性
確
保
に
関
す
る
質
問
主
意
書 

 

政
府
は
、
「
地
方
公
共
団
体
に
お
け
る
Ｉ
Ｃ
Ｔ
部
門
の
業
務
継
続
計
画
（
Ｂ
Ｃ
Ｐ
）
策
定
に
関
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
（
平

成
二
十
年
八
月
）
（
以
下
「
Ｉ
Ｃ
Ｔ

Ｂ
Ｃ
Ｐ
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
、
地
方
公
共
団
体
は
、
災
害
時
に
、

地
域
住
民
の
生
命
・
身
体
の
安
全
確
保
及
び
被
災
者
支
援
並
び
に
企
業
活
動
復
旧
の
た
め
に
、
災
害
応
急
業
務
、
復
旧
業
務
及

び
平
常
時
か
ら
継
続
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
重
要
な
業
務
を
実
施
し
て
い
く
責
務
を
負
っ
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
業
務
の
継
続
を

確
保
す
る
た
め
に
は
、
災
害
時
に
情
報
シ
ス
テ
ム
が
稼
働
す
る
こ
と
が
極
め
て
重
要
と
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
そ
れ
に
加
え

て
、
情
報
シ
ス
テ
ム
を
所
管
す
る
Ｉ
Ｃ
Ｔ
部
門
の
業
務
継
続
計
画
（
以
下
「
Ｉ
Ｃ
Ｔ

Ｂ
Ｃ
Ｐ
」
と
い
う
。
）
の
策
定
に
向
け

た
地
方
公
共
団
体
の
取
組
を
支
援
す
る
た
め
、
「
Ｉ
Ｃ
Ｔ
部
門
の
業
務
継
続
計
画
〈
初
動
版
サ
ン
プ
ル
〉
」
（
平
成
二
十
五
年

五
月
）
等
を
作
成
・
公
表
し
て
い
る
。 

 

し
か
し
な
が
ら
、
総
務
省
「
地
方
自
治
情
報
管
理
概
要
」
（
平
成
二
十
六
年
三
月
及
び
令
和
三
年
八
月
）
に
よ
れ
ば
、
市
区

町
村
に
お
け
る
Ｉ
Ｃ
Ｔ

Ｂ
Ｃ
Ｐ
の
策
定
率
は
、
平
成
二
十
五
年
四
月
時
点
の
十
・
八
％
か
ら
令
和
二
年
四
月
時
点
で
四
十

三
・
六
％
に
上
昇
し
た
も
の
の
、
未
だ
半
数
以
上
の
市
区
町
村
は
未
策
定
と
な
っ
て
い
る
。
特
に
、
町
村
に
お
い
て
は
、
令
和

二
年
四
月
時
点
で
六
十
八
・
九
％
が
未
策
定
で
あ
り
、
こ
の
う
ち
五
十
・
三
％
が
策
定
予
定
は
な
い
と
し
て
い
る
。 



 

２ 

 

 
こ
れ
ら
に
関
連
し
、
以
下
質
問
す
る
。 

一 
災
害
に
強
い
電
子
自
治
体
に
関
す
る
研
究
会
「
第
八
回
Ｉ
Ｃ
Ｔ
部
門
の
業
務
継
続
・
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
Ｗ
Ｇ
」
（
平
成
二
十

四
年
九
月
二
十
七
日
）
に
お
け
る
配
付
資
料
「
『
災
害
発
生
時
の
業
務
継
続
及
び
Ｉ
Ｃ
Ｔ
の
利
活
用
等
に
関
す
る
調
査
』
に

か
か
る
補
足
調
査
に
つ
い
て
」
に
お
い
て
、
Ｉ
Ｃ
Ｔ

Ｂ
Ｃ
Ｐ
未
策
定
の
理
由
な
ど
に
関
す
る
調
査
（
以
下
「
補
足
調
査
」

と
い
う
。
）
の
結
果
が
取
り
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。 

 

１ 

補
足
調
査
の
結
果
に
よ
れ
ば
、
Ｉ
Ｃ
Ｔ

Ｂ
Ｃ
Ｐ
の
策
定
推
進
に
有
効
と
思
わ
れ
る
手
段
に
つ
い
て
、
「
Ｉ
Ｃ
Ｔ

Ｂ

Ｃ
Ｐ
の
サ
ン
プ
ル
提
供
」
と
回
答
し
た
地
方
公
共
団
体
が
八
十
％
と
最
も
多
く
、
「
Ｉ
Ｃ
Ｔ

Ｂ
Ｃ
Ｐ
の
意
義
、
地
域
防

災
計
画
と
の
関
係
性
な
ど
の
明
確
化
」
と
回
答
し
た
地
方
公
共
団
体
も
六
十
七
％
と
な
っ
て
い
る
。 

 
 
 

政
府
は
、
平
成
二
十
五
年
五
月
に
、
Ｉ
Ｃ
Ｔ

Ｂ
Ｃ
Ｐ
の
初
動
版
サ
ン
プ
ル
、
初
動
版
解
説
書
、
Ｉ
Ｃ
Ｔ

Ｂ
Ｃ
Ｐ
と

そ
の
意
義
に
係
る
資
料
等
を
作
成
・
公
表
し
、
地
方
公
共
団
体
に
お
け
る
取
組
を
支
援
し
て
い
る
。
そ
う
で
あ
る
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
市
区
町
村
に
お
け
る
Ｉ
Ｃ
Ｔ

Ｂ
Ｃ
Ｐ
の
策
定
率
が
四
十
三
・
六
％
に
と
ど
ま
り
、
中
で
も
町
村
の
六
十

八
・
九
％
が
Ｉ
Ｃ
Ｔ

Ｂ
Ｃ
Ｐ
を
未
策
定
で
あ
り
、
こ
の
う
ち
五
十
・
三
％
が
策
定
予
定
な
し
と
回
答
し
て
い
る
現
状

を
、
ど
の
よ
う
に
評
価
し
て
い
る
か
。
ま
た
、
策
定
が
進
ん
で
い
な
い
理
由
を
ど
の
よ
う
に
認
識
し
て
い
る
か
、
見
解
を



 

３ 

 

示
さ
れ
た
い
。 

 

２ 
補
足
調
査
の
結
果
に
よ
れ
ば
、
Ｉ
Ｃ
Ｔ

Ｂ
Ｃ
Ｐ
未
策
定
の
理
由
に
つ
い
て
、
「
Ｉ
Ｃ
Ｔ
部
門
の
要
員
不
足
」
を
理
由

と
し
た
地
方
公
共
団
体
が
六
十
一
％
と
最
も
多
く
な
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
Ｉ
Ｃ
Ｔ

Ｂ
Ｃ
Ｐ
の
策
定
率
を
向
上
さ
せ
る

た
め
、
Ｉ
Ｃ
Ｔ
部
門
の
要
員
不
足
解
消
に
向
け
て
行
っ
た
人
的
支
援
に
つ
い
て
、
実
績
も
含
め
て
回
答
さ
れ
た
い
。
ま

た
、
更
な
る
策
定
推
進
の
た
め
、
地
方
公
共
団
体
に
対
し
、
よ
り
一
層
の
人
的
支
援
を
行
う
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
が
、

見
解
を
示
さ
れ
た
い
。 

 

３ 

補
足
調
査
の
結
果
に
よ
れ
ば
、
Ｉ
Ｃ
Ｔ

Ｂ
Ｃ
Ｐ
の
策
定
推
進
に
有
効
と
思
わ
れ
る
手
段
に
係
る
「
そ
の
他
」
の
意
見

と
し
て
、
地
方
公
共
団
体
か
ら
財
政
措
置
を
求
め
る
意
見
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
意
見
も
踏
ま
え
、
Ｉ
Ｃ
Ｔ

Ｂ
Ｃ
Ｐ
の
策
定
推
進
の
た
め
、
こ
れ
ま
で
地
方
公
共
団
体
に
対
し
て
行
っ
た
財
政
的
支
援
に
つ
い
て
回
答
さ
れ
た
い
。

行
っ
て
い
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
理
由
に
つ
い
て
回
答
さ
れ
た
い
。
ま
た
、
更
な
る
策
定
推
進
の
た
め
、
地
方
公
共
団

体
に
対
し
、
財
政
的
支
援
を
実
施
又
は
拡
充
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
が
、
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。 

 

４ 

補
足
調
査
の
よ
う
な
Ｉ
Ｃ
Ｔ

Ｂ
Ｃ
Ｐ
策
定
の
阻
害
要
因
等
を
把
握
す
る
た
め
の
調
査
に
つ
い
て
、
平
成
二
十
四
年
以

降
に
行
っ
た
実
績
に
つ
い
て
回
答
さ
れ
た
い
。
ま
た
、
直
近
の
調
査
に
お
い
て
、
Ｉ
Ｃ
Ｔ

Ｂ
Ｃ
Ｐ
未
策
定
の
理
由
及
び



 

４ 

 

策
定
推
進
に
有
効
と
思
わ
れ
る
手
段
に
つ
い
て
、
地
方
公
共
団
体
か
ら
ど
の
よ
う
な
意
見
が
寄
せ
ら
れ
た
か
回
答
さ
れ
た

い
。
調
査
を
行
っ
て
い
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
理
由
は
何
か
。
Ｉ
Ｃ
Ｔ

Ｂ
Ｃ
Ｐ
の
重
要
性
に
鑑
み
れ
ば
、
早
急
に
調

査
を
行
う
必
要
は
な
い
か
、
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。 

二 

Ｉ
Ｃ
Ｔ

Ｂ
Ｃ
Ｐ
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
等
に
お
い
て
は
、
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
デ
ー
タ
の
保
管
場
所
に
関
し
て
、
「
同
時
被
災
し
な

い
場
所
に
保
管
す
る
」
こ
と
が
推
奨
さ
れ
て
い
る
。 

 
 

一
方
、
本
年
二
月
、
日
本
放
送
協
会
（
Ｎ
Ｈ
Ｋ
）
が
、
国
土
交
通
省
の
公
表
し
て
い
る
国
土
数
値
情
報
（
津
波
浸
水
想
定

デ
ー
タ
）
等
を
用
い
、
全
国
に
津
波
で
被
災
す
る
可
能
性
の
あ
る
地
方
公
共
団
体
の
庁
舎
が
ど
の
程
度
あ
る
か
調
査
を
行
っ

た
と
こ
ろ
、
百
八
十
二
庁
舎
が
該
当
し
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
該
当
す
る
団
体
に
対
し
、
重
要
な
行
政
デ
ー
タ
の

バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
の
状
況
に
つ
い
て
聞
き
取
り
調
査
を
行
っ
た
と
こ
ろ
、
百
八
十
二
庁
舎
の
う
ち
二
十
九
庁
舎
に
つ
い
て
、

「
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
が
終
わ
っ
て
い
な
い
」
「
保
存
場
所
が
同
じ
庁
舎
内
で
、
被
災
す
る
可
能
性
が
あ
る
」
な
ど
バ
ッ
ク
ア
ッ

プ
に
課
題
が
あ
っ
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。 

 

１ 

政
府
は
、
地
方
公
共
団
体
の
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
デ
ー
タ
の
保
管
場
所
、
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
し
て
い
る
デ
ー
タ
の
範
囲
、
具
体

的
な
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
の
方
法
に
つ
い
て
把
握
し
て
い
る
か
。
把
握
し
て
い
る
場
合
に
は
、
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
デ
ー
タ
が
サ
ー



 

５ 

 

バ
の
あ
る
庁
舎
と
同
一
庁
舎
内
に
保
管
さ
れ
、
同
時
被
災
の
可
能
性
が
あ
る
地
方
公
共
団
体
の
数
を
回
答
さ
れ
た
い
。
把

握
し
て
い
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
早
急
に
現
状
を
把
握
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
が
、
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。 

 

２ 

政
府
に
お
い
て
把
握
し
て
い
る
、
津
波
浸
水
想
定
区
域
内
に
あ
る
な
ど
、
津
波
で
被
災
す
る
可
能
性
の
あ
る
本
庁
舎
を

有
す
る
地
方
公
共
団
体
の
数
を
回
答
さ
れ
た
い
。
加
え
て
、
こ
の
う
ち
、
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
デ
ー
タ
が
同
庁
舎
内
に
保
管
さ

れ
て
い
る
地
方
公
共
団
体
の
数
を
回
答
さ
れ
た
い
。
把
握
し
て
い
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
な
ぜ
把
握
し
て
い
な
い
の
か
回
答

を
求
め
る
と
と
も
に
、
今
後
把
握
す
る
必
要
は
な
い
か
、
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。 

三 

政
府
は
、
地
方
公
共
団
体
の
情
報
シ
ス
テ
ム
の
う
ち
、
住
民
記
録
、
税
務
、
社
会
保
障
な
ど
の
基
幹
系
シ
ス
テ
ム
の
標
準

化
・
共
通
化
の
取
組
を
進
め
て
お
り
、
原
則
、
全
て
の
地
方
公
共
団
体
に
お
い
て
、
令
和
七
年
度
末
ま
で
に
、
ガ
バ
メ
ン
ト

ク
ラ
ウ
ド
上
で
提
供
さ
れ
る
標
準
準
拠
シ
ス
テ
ム
に
移
行
す
る
こ
と
を
目
指
し
て
い
る
。
一
般
的
に
、
情
報
シ
ス
テ
ム
の
ク

ラ
ウ
ド
化
は
、
災
害
時
の
業
務
継
続
の
観
点
か
ら
効
果
的
と
さ
れ
て
い
る
が
、
ガ
バ
メ
ン
ト
ク
ラ
ウ
ド
に
関
し
て
は
現
時
点

で
不
明
な
点
も
多
い
。
こ
の
た
め
、
ガ
バ
メ
ン
ト
ク
ラ
ウ
ド
に
移
行
し
た
場
合
の
災
害
時
の
業
務
継
続
に
係
る
次
の
事
項
に

つ
い
て
、
政
府
の
見
解
を
伺
う
。 

 

１ 

ガ
バ
メ
ン
ト
ク
ラ
ウ
ド
上
の
デ
ー
タ
の
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
を
行
う
主
体
や
そ
の
方
法
、
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
デ
ー
タ
の
分
散
管



 

６ 

 

理
の
方
法
に
つ
い
て
、
現
在
の
見
通
し
を
示
さ
れ
た
い
。
ま
た
、
ガ
バ
メ
ン
ト
ク
ラ
ウ
ド
へ
の
移
行
後
、
各
地
方
公
共
団

体
は
、
基
幹
系
シ
ス
テ
ム
の
デ
ー
タ
の
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
や
、
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
デ
ー
タ
の
保
管
を
行
う
必
要
が
な
く
な
る
の

か
、
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。 

 

２ 

災
害
等
に
よ
っ
て
、
庁
舎
が
利
用
で
き
な
く
な
っ
た
場
合
、
庁
舎
へ
の
電
力
供
給
が
停
止
し
た
場
合
又
は
ガ
バ
メ
ン
ト

ク
ラ
ウ
ド
と
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
切
断
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
被
災
し
た
地
方
公
共
団
体
は
、
ど
の
よ
う
に
ガ
バ
メ
ン

ト
ク
ラ
ウ
ド
上
の
基
幹
系
シ
ス
テ
ム
に
接
続
す
る
の
か
。
災
害
時
等
に
お
い
て
、
代
替
庁
舎
や
他
の
地
方
公
共
団
体
の
庁

舎
等
か
ら
ガ
バ
メ
ン
ト
ク
ラ
ウ
ド
上
の
基
幹
系
シ
ス
テ
ム
に
接
続
す
る
こ
と
も
可
能
と
な
る
の
か
、
見
解
を
示
さ
れ
た

い
。 

 

３ 

ガ
バ
メ
ン
ト
ク
ラ
ウ
ド
の
デ
ー
タ
セ
ン
タ
ー
が
被
災
し
た
場
合
、
多
く
の
地
方
公
共
団
体
の
業
務
に
支
障
が
生
じ
る
こ

と
と
な
る
が
、
こ
の
よ
う
な
リ
ス
ク
に
対
し
て
、
ど
の
よ
う
な
対
策
を
講
じ
る
の
か
、
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。 

 

右
質
問
す
る
。 


